
戦争法案を強行採決させないため、
議員に電話・FAX・メールを！

日本を米国の戦争に引きづり込む憲法違反の法律が「国民の命と幸せを守る」ためのものである

はずがありません。世論調査でも 8 割を越える人が今国会成立に反対、連日戦争法反対の国会包囲

行動や全国で大規模な集会デモがもたれています。それでも安倍政権は、15 日中央公聴会、16 日

地方公聴会などの日程をアリバイ的にこなし、今週中 18 日までに参院で強行採決する構えです。

戦争法案を強行採決させないため、今こそ一人一人の思いを国会に届けましょう。

●自民党議員には・・・国民の圧倒的多数の声を無視して独裁的に強行採決するのをやめるべき。

●公明党議員には、創価学会会員の反対の声に耳を傾け、平和の党として廃案の決断をすべき。

●野党議員には、世論の反対に自信を持って、あらゆる手段を使って採決を阻止するよう要望。

［参議院安保法制特別委員会委員名簿 抜粋］

与党 野党



［安倍政権のウソシリーズ（その２）］
国会最終盤になっても、戦争法案の根幹部分について政府内意見の不一致・あいまいさが露呈し、

答弁不能や審議中断が頻繁に起こっています。こんなウソが問題になっています。

(これまでのウソはブログ『戦争法案－－安倍政権が言ってきたウソの数々（１～１０）』を参照）

● ウソ１１ 防衛費が増えることはない
▲
戦争する国は巨額の軍事費を要します

安倍首相は、戦争法の成立を約束してきた 4 月の米国訪問で「防衛費をしっかり増やしていく」

とも語りました。防衛費はすでに 5 兆円を越えており、戦争する国になれば防衛費がいくらかかる

か見当もつきません。「国民生活」を犠牲にする政策を米国と勝手に約束するなど許されません。

● ウソ１２ 邦人が乗る米艦を防護する

▲

邦人防護はいつの時代も侵略の口実です

政府は当初の説明を翻し、邦人が乗っていなくても米艦を防衛すると言い出しました。これでは

米軍を守る法律です。米艦が日本人を救出して乗せることはありえません。そもそも世界中の邦人

防護・救出を口実に自衛隊を海外に派兵することは侵略です。世界で活動するＮＧＯの多くは、自

衛隊の海外派兵は邦人の危険を高め活動を困難にするものだと反対しています。

● ウソ１３ 戦闘が始まったら後方支援の活動を休止する

▲

休止・避難などできません

米軍と一体となって戦争し武器・弾薬を供給している（後方支援）ときに攻撃を受けた場合、敵

に“休止・避難するから攻撃しないで”、などということが通用するはずがありません。銃撃戦・

戦闘になることは不可避であり、リスクは格段に高まります。先週の国会答弁では、存立危機事態

対処法案には「安全確保」と言われるこの規定さえ一切明記されていないことが追及されました。

● ウソ１４ 非人道兵器は輸送しない

▲

法文上、いかなる武器・弾薬の輸送も可能です

「後方支援」で法文上いかなる武器・兵器の輸送も排除されていません。イラクやアフガニスタ

ンで大きな被害を与えた劣化ウラン弾やクラスター爆弾、さらに毒ガス・化学兵器さえ米軍のため

に輸送できます。子どもたちや罪のない人々を殺傷する米国の戦争への直接加担です。そもそも武

器・弾薬に人道的なものなどありません。日本は、侵略国として反感や怒りを買うことになります。

● ウソ１５ 「侵略の定義は定まっていない」

▲

国際的に侵略は定義されています

8 月 14 日に出した安倍談話の記者会見で首相は、“侵略の定義は定まっていない”との趣旨を繰

り返しました。一国の首相が「侵略が何かわからない」と公言することほど恐ろしいことはありま

せん。首相は他国に武力行使しても「これは侵略ではない」と言い張るつもりです。国連決議や国

際刑事裁判所で“他国の主権や領土や独立を武力で侵すこと”などと「侵略」が定義されています。

国連決議もポツダム宣言も日本国憲法もまともに読まず遵守する気がない首相は辞めるべきです。
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■ 憲法学者、弁護士、文化人らにつづいて、

元最高裁長官も、戦争法は違憲と明言

9 月 1 日、山口繁氏(82)が元最高裁長官

として初めて「集団的自衛権の行使を認め

る立法は違憲」と明言しました。山口氏は、

集団的自衛権行使禁止は単なる解釈ではな

く「規範」「９条の骨肉」となっていてそ

れに背けば厳しい制裁を受ける慣習法のよ

うなものだと警告しています。

集団的自衛権の行使

を認める立法は、違憲。

９条の骨肉と化している

解釈を変えてはならない。


